
 

 
 

議案第５０号 

押印等の見直しに伴う関係条例の整理について 

押印等の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定めます。 

令和３年６月４日提出 

佐野市長 金 子  裕   

押印等の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例 

（佐野市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 佐野市固定資産評価審査委員会条例（平成１７年佐野市条例第２６

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項を削り、同条中第５項を第４項とし、第６項を第５項とす

る。 

第７条第３項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

第８条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければ」を「記

載しなければ」に改め、同条第８項中「署名押印しなければ」を「署名し

なければ」に改める。 

第９条第２項及び第１０条第２項中「署名押印しなければ」を「署名し

なければ」に改める。 

（佐野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第２条 佐野市職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年佐野市条例第３

５号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第１号から別記様式第３号までの規定中「㊞」を削る。 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 

理 由 

  押印等を求める手続の見直しに伴い、所要の規定を整理するため関係す

る条例を改正したいので提案するものです。 
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議案第５０号参考資料 

佐野市固定資産評価審査委員会条例の改正案 新旧対照表 

（第１条関係） 

現       行 改   正   案 

（審査の申出） （審査の申出） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 審査申出書には、審査申出人（審査申出人が法人その他の社団又は財団で

あるときは、代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によっ

て審査の申出をするときは代理人）が押印しなければならない。 

 

５・６ （略） ４・５ （略） 

（審査申出人の口頭による意見陳述） （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を

作成した書記がこれに署名押印しなければならない。 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を

作成した書記がこれに署名しなければならない。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

（口頭審理） （口頭審理） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名押印し

なければならない。 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 (１)～(３) （略）  (１)～(３) （略） 

６・７ （略） ６・７ （略） 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を ８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を
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作成した書記がこれに署名押印しなければならない。 作成した書記がこれに署名しなければならない。 

 (１)～(５) （略）  (１)～(５) （略） 

（実地調書） （実地調書） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を

作成した書記がこれに署名押印しなければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を

作成した書記がこれに署名しなければならない。 

 (１)～(４) （略）  (１)～(４) （略） 

（議事についての調書） （議事についての調書） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書

を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書

を作成した書記がこれに署名しなければならない。 

 (１)～(４) （略）  (１)～(４) （略） 

 

佐野市職員の服務の宣誓に関する条例の改正案 新旧対照表 

（第２条関係） 

現       行 改   正   案 

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係） 

  

別記様式第３号（第２条関係） 別記様式第３号（第２条関係） 

 
 

 


